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人口減少
社会的ニーズの変化

◎近年、全国的に が年々増加している。

平成５年

約４４８万戸
平成２５年

約８２０万戸
約1.8倍増加

建物の老朽化
産業構造の変化



空家等対策は

に対応する必要がある。

かつ に実施するため…

◎なぜ「空家等対策計画」が必要なのか

を策定



を実施

◎市内にはいくつの空家等が存在するのか

空き家管理システムの構築
（データベース化）
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◎実態調査の手順② ～現地調査～
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ランク 老朽危険度判定基準

A

【危険度が高い空き家】
・屋根の大部分が陥没又は外壁の大部分の外装材が腐敗
あるいは剥離している

・傾きがある

B
【危険度が中程度の空き家】
・屋根、外壁に破損がある ・傾きがある

C
【危険度が低い空き家】
・屋根、外壁に破損がある ・傾きがない

D
【危険がない空き家】
・屋根、外壁に破損がない ・傾きがない

◎総合評価① ～老朽危険度判定～



ランク 周囲に対する影響度判定基準

a
隣家又は公道を通行する人、車両に悪影響を及ぼす
可能性が大きい

b
隣家又は公道を通行する人、車両に悪影響を及ぼす
可能性がある

c
隣家又は公道を通行する人、車両に悪影響を及ぼす
可能性がない

◎総合評価② ～周囲に対する影響度判定～



老朽危険度判定
合 計

A B C D

影
響
度
判
定

a １１ ２ ０ ０ １３

b １ ３３ １６ ８ ５８

c ０ １ １９ １９４ ２１４

合 計 １２ ３６ ３５ ２０２ ２８５

「特定空家等」に
なる可能性あり

リフォームにより、
利活用又は市場流通の
可能性あり

◎総合評価③ ～クロス集計～



①
と考えられることから、

このような空き家を把握するための
したうえで、定期的な調査を実施する

ことが必要。

②「特定空家等」になる可能性が高い１２戸は、
判定をするためにより の実施が必要。



③空家等の問題は、
となることから、

様々な情報提供や が必要。

との
連携体制の構築が必要





（１）所有者、市民への意識啓発

（２）適正管理を促す文書の送付

（３）実態把握のための継続的な調査の実施

（４）発生抑制・適正管理に係る支援制度

（５）相談、実施体制の整備



（１）アンケート調査による所有者の意向把握

（２）関係団体等と連携した利活用の促進

（３）利活用・除却に係る支援制度



（１）立入り調査の実施

（２）特定空家等の判断基準の設定

（３）特定空家等判定委員会の設置

（４）習志野市空家等対策協議会の関与

（５）法に基づく措置



実家が空き家になったら

所有している家に
住まなくなったら

住む予定のない
住宅を相続したら

今から考えることが大切！！


